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要 旨

出来事の同一性の基準に関する代表的な3つの提案はいずれも難点を抱えている｡即ち,

クワインの時空基準は,複数の出来事個体が同一時空領域に存在する可能性を確保できず,

他方,キムの性質例化基準は,同一の出来事個体に複数の記述を与える可能性を確保でき

ない｡デイヴイドソンの因果基準は,両方の可能性を確保できるが,個別のケースがこれ

ら2つの可能性のうちのどちらであるかを決定する根拠を提供できない｡

出来事の同一性が問題 となる微妙なケースの検討から判明するのは,｢出来事個体が物

個体 と事実との中間的な存在性格を持つ存在者であること｣,および,｢出来事の同一性は

それを記述する我々の視点に或る程度依存していること｣である｡我々は,各出来事個体

の間に ｢重複｣ ｢修飾｣ ｢因果｣ ｢評価｣などの多様な関連付けを与え,出来事のこのネッ

トワークを頼 りに各出来事個体への指示を行なっている｡我々によるこのような指示の営

みを通して出来事個体のネットワークは作 り上げられ維持されていく｡出来事の同一性の

基準は単一ではなく,また,出来事に関する同一性基準は同一性判断に常に先行するとは

限らない｡

はじめに

分析哲学系の行為論や因果論或いは心身論において,｢出来事個体｣は議論の重要な道具立

ての 1つとして用いられている｡そして,クワインの｢同一性(identity)なければ存在者(entity)

なし｣という標語 1)の影響下にある多くの論者が,｢出来事が同一個体であるための基準は何

であるか｣,即ち,｢出来事個体を名指す表現が或る場面で複数使われているとき,それらが同

一の出来事個体を指示しているのか否か,はいかなる基準によって決まるのか｣という問題を

めぐって論争を重ねて来た｡

本論文では,まず,代表的な3つの提案(即ち,クワインの｢時空基準｣,キムの｢性質例化基準｣,

デイヴイドソンの ｢因果基準｣)の主な論拠と難点を明らかにする (1,2節)｡次に,出来事

の同一性が問題になる事例を4つに分類 し,微妙なケースについて検討する (3節)｡最後

に,出来事個体が物個体 と事実 との中間的な存在性格を持つ存在者であること,および,出
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来事の同一性が我々による指示の営みに支えられていることを主張する (4節)｡

1.クワインの時空基準とキムの性質例化基準

まず,｢時空基準｣ と ｢性質例化基準｣を取 り上げよう｡あらかじめ言っておけば,どちら

の基準も｢出来事の個体化の粗密｣に関して難点を抱えている｡即ち,時空基準は大ざっぱすぎ,

性質例化基準は逆に細かすぎる｡

(1)クワインの時空基準

クワイン2)は物体 (body)と出来事 (event)を同一視し,どちらも ｢物理的対象 (physical

object)｣ と呼ぶ｡クワインによれば,｢物理的対象｣ とは,｢時空間の任意の部分の物質的内

容 (materialcontentofanyportionofspace-time)｣ である｡｢その部分は,いかに大きか

ろうと,いかに小さかろうと,また,不規則であろうと,不連続であろうと構わない｣｡そして,

｢物理的対象は 〔･･･〕時空的に同じ広がりを持つ (spatiotemporallycoextensive)とき,かつ

そのときに限り,同一である｣｡

したがって,クワインは次の基準を提案していることになる｡

出来事 elと出来事 e2が同一の出来事である

⇔ elとe2が同一の時空領域を占める

そして,時空基準によって ｢物理的対象は明確に個体化されている｣から,｢出来事を物理的

対象に同化させることによって,出来事の同一性の問題は解消する｣｡クワインはこのように

言 う ｡

しかし,時空基準からただちに帰結するのは,同一時空領域に複数の出来事が存在すること

はありえないということである｡例えば,或る金属球が自転 しつつ発熟して周囲の空気の温度

を上昇させた場合,｢金属球のこの回転｣ と ｢金属球のこの発熱｣ とは同一時空領域を占めて

いるから同一の出来事である｡また,或る男が口笛を吹きながらバス停まで歩いた場合,｢こ

の男による口笛吹き｣という出来事と｢この男によるバス停までの歩行｣という出来事とは (両

者が時空的に同じ広がりを持つとするなら)同一の出来事である3)｡

要するに,時空基準による出来事の個体化はきめが粗い (coarse-grained)｡もし,我々が
複数の出来事個体が同一時空領域に存在する可能性を認めたければ,時空基準はきめが粗すぎ

るという難点を持つことになる4)｡

(2)キムの性質例化基準

キム5)によれば,出来事とは ｢或る時間における,実体による,性質の例化 (exemplification

ofaproperty)｣ である｡キムは,この ｢実体｣を ｢当該出来事を構成する対象 (constitutive

object)｣ と呼び,この ｢性質｣を ｢当該出来事を構成する性質 (constitutiveproperty)｣ な

いし ｢類的出来事 (genericevent)｣ と呼ぶ｡即ち,出来事は ｢対象 ･性質 ･時間｣の3つか

らなる複合体である｡例えば,｢或るボル トの突然の破損｣という出来事は ｢或る時間における,

当該ボル トによる,『突然壊れる』という性質の例化｣である｡また,｢ブルータスによるシー

ザーの殺害｣という出来事の場合,その構成的対象は ｢ブルータス｣と ｢シーザー｣の2つで

あり,構成的性質は ｢･･･が～を殺す｣という2項関係である｡



出来事の同一性について

出来事の同一性の基準についてキムは次のような内容の提案をしている｡

elとe2が同一の出来事である

⇔ elの構成的対象とe2の構成的対象が同一であり,かつ

elの構成的性質とe2の構成的性質が同一であり,かつ

elの生起する時間とe2の生起する時間が同一である

3

この基準から帰結するのは,構成的性質の異なる出来事は,たとえ同一時空領域を占めていて

も,異なる出来事だということである｡例えば,前述の ｢金属球のこの回転｣と ｢金属球のこ

の発熱｣とは同一の時空領域を占めているがそれらの構成的性質はそれぞれ ｢回転｣と ｢発熱｣

であって異なるから別々の出来事である｡｢口笛吹き｣と ｢バス停までの歩行｣も同様に別々

の出来事である｡

しかし,キムはさらに次のように言う｡｢突然壊れる｣という性質 と ｢壊れる｣という性質

とは異なる性質であるから,｢ボル トの突然の破損｣という出来事と ｢ボル トの破損｣という

出来事とは異なる出来事である｡今,ボルトがゆっくり壊れていたら崩壊しなかったであろう

建物が,ボルトが突然壊れたために崩壊したとしよう｡そこには ｢ボルトの突然の破損｣と ｢ボ

ルトの破損｣という2つの出来事が同時に生起しており,前者だけが建物の崩壊の原因である｡

また,｢突き刺す (stab)｣ と ｢殺す (kill)｣ とは異なる性質であるから,ブルータスがシーザ

ーを刺し殺したとき,そこには ｢ブルータスによるシーザーの突き刺し｣と ｢ブルータスによ

るシーザーの殺害｣という2つの異なる出来事が同時に存在している｡キムはこのように言う｡

つまり,クワインの時空基準とはちょうど逆に,性質例化基準による出来事の個体化はきめ

が細かJ)(fine-grained)のである｡クワインが出来事を物体 と同一視しているのに対し,キ

ムは出来事を事実 (fact)に近いものとして捉えていると言えよう｡

しかし,｢出来事に異なる記述を与えること｣が ｢異なる構成的性質を記述すること｣であ

るなら, 1つの出来事に複数の記述を与えることは不可能になってしまう｡というのは,性質

例化基準によれば,異なる構成的性質を持つ出来事は異なる出来事だからである｡したがって,

もし我々が同一の出来事個体に複数の記述を与える可能性を確保したいなら,性質例化基準は

きめが細かすぎるという難点を持つことになる6)｡

2.デイヴイドソンの因果基準

次に,デイヴイドソン7)の ｢因果基準｣について検討しよう｡デイヴイドソンによれば,｢1

つの 〔物質的〕対象が諸対象からなる空間的枠組みの中で一意的な位置を占めているのと幾分

似た仕方で, 1つの出来事は出来事間の因果関係の枠組みの中で一意的な位置を占めている｣｡

そして,｢出来事が同一であるのは,それらが全 く同じ原因と結果を持つとき,かつそのとき

だけである｣｡

この基準は次のように書 くことができる｡

elとe2が同一の出来事である

⇔ elの原因とe2の原因がすべて同一であり,かつ,

elの結果 とe2の結果がすべて同一である

この基準を前述の例に当てはめてみよう｡｢周囲の空気の温度上昇｣という結果をもたらし

たのは ｢金属球の発熱｣であって ｢金属球の回転｣ではないが故に両者は異なる出来事である｡



4 伊佐敷 隆弘

また,｢その男のバス停到着｣という結果をもたらしたのは ｢バス停までの歩行｣であって ｢口

笛吹き｣ではないが故に両者は異なる出来事である｡このように,たとえ同一時空領域を占め

ていても異なる原因結果を持つ出来事は別々の出来事である｡したがって,因果基準は時空基

準よりきめが細かい｡

他方,因果基準は性質例化基準よりきめが粗い｡｢ブルータスによるシーザーの突き刺し｣

がもたらした結果 と ｢ブルータスによるシーザーの殺害｣がもたらした結果 とは,｢シーザー

の死｣を初め,すべて一致しているだろうから (また,原因についても同様であろうから),

両者は同一の出来事である｡ブルータスは 1つの行為だけをしたのであり,その 1つの行為が

2通 りの仕方で記述されているのである｡このように,同一の原因結果を持つ出来事は異なる

記述が与えられていても同一の出来事である｡

こうして,因果基準によれば,複数の出来事個体が同一時空領域に存在する可能性も同一の

出来事個体に複数の記述を与える可能性もともに確保されることになる｡それでは,因果基準

が最も適切な基準だということになるのか｡そうではない｡というのは,因果基準は,個別の

ケースがこれら2つの可能性のうちのどちらであるかを決定する根拠を提供できないという致

命的な難点を持っているからである｡以下説明しよう｡

同一の出来事個体に複数の記述を与えるためには,出来事個体 とその記述 とが区別されてい

なければならない｡また,因果基準によれば ｢因果関係の枠組みの中で一意的な位置を占めて

いる｣のは出来事個体であって,出来事の記述ではない｡

デイヴイドソンはこの区別を踏まえ,さらに単称因果言明と因果的説明の区別を強調する｡

彼によれば,｢『或る出来事が他の出来事を引き起こした』ということを述べている言明 〔即ち

単称因果言明〕が真であるか否かという問題 と,『その関係は因果的である』ということを 〔因

果的〕法則〔･･･〕から〔･･･〕推論できるような仕方でその出来事の特徴が述べられているか否か〔即

ち適切な因果的説明であるか否か〕という問題 とは明確に区別されなければならない8)｣｡即ち,

｢因果性 と同一性とは個別的出来事の間の関係であり,それらの出来事がどのように記述され

るかには拠らない9)｣｡要するに,出来事個体がどのように記述されているかは,単称因果言

明の真偽を左右しないとデイヴイドソンは言うのである｡

したがって,｢ボル トがゆっくり壊れていたら崩壊しなかったであろう建物が,ボルトが突

然壊れたために崩壊した｣という例の場合,特定の出来事としての ｢あの建物崩壊｣の原因は,

特定の出来事としての ｢あのボルト破損｣であり,そして,後者は ｢突然生じる｣という特徴

を持っていた｡それゆえ,正確には,｢あのボルト破損があの建物崩壊の原因である｡〔単称因

果言明〕｡ただし,ボルトが単に壊れたことでなく突然壊れたことがあの建物崩壊の原因である｡

〔因果的説明〕｣と言うべきだということになる｡こうして,因果基準のもとにおいて ｢あのボ

ルト破損｣と ｢あの突然のボルト破損｣とは同一の出来事だとされる｡

しかし,このような因果分析は予期せぬ副作用を伴なっている｡即ち,｢異なる出来事だ｣

とデイヴイドソンが言っていた ｢金属球の発熱｣と ｢金属球の回転｣が実は同一の出来事だと

いう議論が成 り立ってしまうのである｡即ち,我々は,ボルトの例 と全 く同型の次の議論を組

み立てることができる｡

｢特定の出来事としての 『あの空気温度上昇』の原因は特定の出来事としての 『あの金

属球回転』であり,そして,後者は 『発熱しながら生じる』という特徴を持っていた｡
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それゆえ,あの金属球回転があの空気温度上昇の原因である 〔単称因果言明〕が,金属

球が単に回転したことでなく発熱しながら回転したことがあの空気温度上昇の原因であ

る｡〔因果的説明〕｣

出来事それ自体 とその記述のされ方を区別し ｢出来事の同一性は出来事の記述のされ方に左右

されない｣とする以上,デイヴイドソンは,｢この議論がボル ト破損の例には当てはまるが金

属球回転の例には当てはまらない｣とする理由を与えることができない｡結局,｢あのボル ト

破損｣と ｢あの突然のボルト破損｣が同一なら ｢あの金属球発熱｣と ｢あの金属球回転｣も同

一だということにならざるをえない 10)｡

このように,具体的なケースについて,それが ｢同一の出来事個体の複数記述｣なのか,そ

れとも ｢同一時空領域に存在する複数の出来事個体｣なのか,どちらであるかを決定する根拠

を提供できないという致命的な難点を因果基準は持っているのであるll)｡

3.事例の分類と微妙なケース

以上の3つの基準はいずれも難点を抱えている｡そこで,出来事の同一性が問題 となるのは

どのようなケースなのか改めて事例を分類し,具体的なケースに即して考えてみよう｡

それらの事例は (少なくとも)次の表のように ｢重複｣ ｢修飾｣ ｢因果｣ ｢評価｣の4つに分

類することができるであろう｡具体例は,行為の場合 と行為以外の出来事の場合に分けて挙げ

てある｡

＼ 行為の例 性質例化基準 因果基準 時空基準

(1)重複 ｢口笛吹き｣と ｢バス停までの歩行｣ 異なる 異なる 同一

(2)修飾 ｢歩行｣と ｢ゆっくりした歩行｣ 異なる 同一 同一

(3)因果 ｢ブルータスによるシーザーの突き刺し｣と｢ブルータスによるシーザーの殺害｣ 異なる 同一 同一

行為以外の出来事の例 性質例化基準 因果基準 時空基準

(1)重複 ｢金属球の発熱｣と ｢金属球の回転｣ 異なる 異なる 同一

(2)修飾 ｢ボルトの破損｣と ｢ボルトの突然の破損｣ 異なる 同一 同一

(3)因果 ｢AD79年のベスビオス火山の噴火｣と｢ベスビオス火山によるポンペイの破壊｣ 異なる 同一 同一

(1)の ｢重複｣とは,別々に生じうる複数の出来事が同時に同じ場所で生じているケースで

あり,時空基準によれば,そこには 1つの出来事個体しか存在しないが,性質例化基準と因果

基準によればそこには複数の出来事個体がオーバーラップして存在している｡
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(2)の｢修飾｣は修飾語句を用いることによって出来事をさらに詳しく記述するケースである｡

時空基準と因果基準によれば,記述されているのは同一の出来事個体だが,性質例化基準によ

れば異なる出来事個体である12)｡

(3)の ｢因果｣は出来事をその結果に言及することによって記述するケースである｡｢ブルー

タスによるシーザーの突き刺し｣という行為は ｢シーザーの死｣という結果をもたらしたが故

に ｢ブルータスによるシーザーの殺害｣という記述を与えられうる｡そして,これらの記述の

間には ｢突き刺すことによって殺害する｣という関係が成 り立っている｡この関係は反対称的

な関係であって逆の ｢殺害することによって突き刺す｣という関係は成 り立たない｡ただし,

性質例化基準によれば,これらの関係は ｢複数の記述の間の関係｣ではなく ｢複数の出来事個

体の間の関係｣である｡

(4)の ｢評価｣は出来事をその評価に言及することによって記述するケースである｡例えば,｢昨

日A氏がやった喧嘩｣という出来事に ｢昨日A氏がやった違法行為｣という記述を与えるような

場合である｡このケースは3つの基準のいずれによっても同一の出来事個体とされるだろう13)｡

一応このように分類できるが,具体的な事例を調べると,｢同一出来事個体の複数記述｣な

のか ｢同一時空領域にある複数出来事個体｣なのか微妙なケースも多い｡2つのケースを取 り

上げよう｡

【ケース 1:出来事の数の問題】

例えば,｢歩行｣と ｢楽しげな歩行｣が同一出来事の複数記述だとして,｢楽しげだとなぜ分

かるのか?｣と問われたとき ｢口笛を吹きながら歩いているから｣ と答えたとしよう｡する

と,この出来事に ｢口笛を吹きながらの歩行｣という記述をさらに与えることができるだろう

が,その場合,｢口笛吹き｣と ｢歩行｣という2つの出来事が存在していることになる｡しか

し,口笛を吹いているという事実が新たに発見されたわけではない｡というのは,｢口笛を吹

いているから楽しげだ｣と判断したのだから｡とすれば,このケースにおいて,記述のされ方

に応じて (記述の数ではなく)出来事の数が変動したことになる｡即ち,このケースでは (｢同

一出来事の複数記述｣の前提である)｢出来事と記述の区別｣が唆味になっているのである｡

【ケース2:出来事が生じた時間の問題】

｢シーザーの死｣という結果が ｢突き刺し｣の3時間後に生じた場合,｢ブルータスがシーザ

ーを刺した3時間後にシーザーが死んだ｣という文が自然な文であるのに対し ｢ブルータスが

シーザーを殺した3時間後にシーザーが死んだ｣という文は不自然である｡この事実に基づい

て,｢シーザーの殺害とシーザーの突き刺しとは同一の出来事ではなく,(全体 と部分の関係に

ある)異なる出来事だ｣とする見解がある14)｡しかし,この事実から導き出すべき結論は,む

しろ同一個体を名指す表現は時制付きの文に関して無条件には代入できないということであろ

う｡というのは,同じ議論を物個体を名指す表現についても作ることができるからである｡例

えば,私の妻はやがて (私の死後)｢伊佐敷の未亡人｣になるだろうが,私はかつて未亡人と

結婚したおぼえはない｡しかし,このことから ｢伊佐敷の未亡人｣と ｢伊佐敷の結婚相手｣が

別人だという結論は導けないだろう15)｡

しかしながら,他方,突き刺しの結果死んだ場合は常にその突き刺し行為を ｢殺害｣と記述

できるかというと,必ずしもそうではない｡例えば,｢突き刺した後,瀕死のシーザーの側に

ブルータスがとどまり,シーザーが一命を取 りとめそうならとどめを刺すつもりで見張ってい



出来事の同一性について 7

たが,結局,何もせずに3時間後にシーザーが死んだ｣ というケースである 16)｡仮にとどめを

刺していたら最初の突き刺しだけでは ｢殺害｣と記述することはできないであろう｡とすれば,

このケースにおいても同様に,側にいたことなど一連の行為まで含めて初めて ｢殺害｣と呼ぶ

べきかもしれない｡その場合,シーザーの殺害 とシーザーの突き刺しとは,｢全体 と部分の関

係にある異なる出来事｣だということになる｡しかし,両者を同一出来事と見なす立場からは,

さらに,｢確かに,ブルータスがとどめを刺したなら,そうかもしれない｡しかし,ブルータ

スが更なる突き刺しをしなかった場合は,ブルータスが立ち去った場合 と同じ扱いをすべきだ｡

即ち,どちらも最初の突き刺しを 『殺害』と記述すべきだ｣という反論がありうるだろう｡

しかし,この論争は,決定的な決着がつけられるような性格のものなのだろうか｡そもそも

出来事とはいかなる存在者なのか｡

4.出来事とは何か

我々はさまざまな物個体を指示し,また,それら物個体の持つ性質や変化について語る｡例

えば,｢シーザーが殺された｣ということ,｢シーザーがブルータスによって殺された｣という

ことを語る｡そこで語られているのは ｢事実 (fact)｣ である｡そして,｢前者の事実は知って

いるが,後者は知らない｣ということがありうるからこれらは異なる事実である｡同様に,｢彼

は今話している｣ ｢彼は今哲学について話している｣ ｢彼はゆっくり話している｣,これらはみ

な異なる事実である｡このように,事実に関しては再記述を行なうことができない 17)｡これに

対し,或る出来事について調査した結果,未知の事実が次々に明らかになり,その出来事をさ

らに詳しく記述するということは可能である｡

しかし,新事実の記述が同一出来事の再記述ではなく,元の出来事と重複している別の出来

事の記述だとされることもある｡例えば,回転する金属球の周 りの気温が上昇していたので,

よく調べたら,金属球が発熱していた｡このとき,金属球の発熱は元の出来事 (回転) とは別

の出来事と見なされるかもしれない｡そして,この新しく見つかった出来事 (発熱)について,

さらに詳しい再記述 (｢摂氏 40度である｣など)が付け加えられていくだろう｡

このように,出来事は互いに重複しうるとともに,重複した出来事のそれぞれに複数の記述

を与えることができる｡出来事個体は,一方では,重複 しうるという点で物個体 と異なり18),

他方では,再記述されうるという点で事実 と異なる｡しかし,前節のケース 1 (｢楽しげな歩行｣

と ｢口笛を吹きながらの歩行｣の例)に示されているように,複数の事実の記述が,｢同一出

来事の再記述｣とされるか ｢重複 している異なる出来事の記述｣とされるか,その境界は唆味

である｡つまり,事実 と出来事の境界は唆味である｡さらに,ケース2 (｢シーザーの側に立

ち続けるブルータス｣の例)が示しているのは,出来事の同一性は出来事を記述する我々の視

点に或る程度依存しているということであるように思われる｡

それゆえ,例 えば,ベネット19)は,出来事の同一性は最終的には ｢個々の状況 (local

context)と無原則的直観 (unprincipledintuition)に従って決まる｣という ｢不確定性テー

ゼ (indeterminacythesis)｣ を主張する｡しかし,｢無原則｣というのは言い過ぎであろう｡

各出来事個体は多様な仕方で互いに関連 しあいネットワークをなしている｡前節で述べた ｢重

複｣ ｢修飾｣ ｢因果｣ ｢評価｣とは,我々が出来事の間に現に与えている関連付けの多様なや り

方を意味しているのではなかろうか｡そして,我々はこのネットワークを頼 りに (典型例にお
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いてはほとんど自動的に,境界事例に関してはあれこれと論争しながら)各出来事個体への指

示を行なっている｡我々によるこのような指示の営みを通して出来事個体のネットワークは作

り上げられ維持されていく｡

もしクワインの ｢同一性なければ存在者なし｣という標語が ｢基準が単一であること｣およ

び ｢基準が常に同一性判断に先行すること｣を要求する20)ものであるなら,この標語を出来

事に当てはめるべきではあるまい｡というのは,出来事個体 という存在者は物個体 と事実の中

間的な存在性格を持つ存在者であり,我々による指示の営みを離れてその同一性を問題にする

ことはできないだろうからである｡

5.結論

全体を振 り返る｡出来事の同一性の基準に関する代表的な3つの提案はいずれも難点を抱え

ている｡即ち,クワインの時空基準は,複数の出来事個体が同一時空領域に存在する可能性を

確保できず,他方,キムの性質例化基準は,同一の出来事個体に複数の記述を与える可能性を

確保できない (1節)｡デイヴイドソンの因果基準は,両方の可能性を確保できるが,個別の

ケースがこれら2つの可能性のうちのどちらであるかを決定する根拠を提供できない (2節)｡

出来事の同一性が問題 となるケースを分類すると,｢行為｣と ｢行為以外の出来事｣のそれ

ぞれについて,｢重複｣ ｢修飾｣ ｢因果｣ ｢評価｣の4つに分類できる｡これら4つのケースにお

ける出来事の同一性に関して,上記の3つの基準は異なる判定を行なう (3節)｡ ｢出来事の数｣

や ｢出来事が生じた時間｣に関する微妙なケースの検討から判明することは,｢出来事個体が

物個体 と事実 との中間的な存在性格を持つ存在者であること｣,および,｢出来事の同一性は出

来事を記述する我々の視点に或る程度依存していること｣である｡我々は,各出来事個体の間

に ｢重複｣ ｢修飾｣ ｢因果｣ ｢評価｣などの多様な関連付けを与え,出来事のこのネットワーク

を頼 りに各出来事個体への指示を行なっている｡我々による指示の営みを通して出来事個体の

ネットワークは作 り上げられ維持されていく｡出来事の同一性の基準は単一ではなく,また,

出来事に関する同一性基準は同一性判断に常に先行するとは限らない (4節)｡
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注

1) 例えば,[Quine1975,p.102]｡ちなみに原文は ｢Thereisnoentitywithoutidentity.｣であり,

｢entity｣と ｢identity｣とが韻を踏んでいる｡

2) [Quine1985,p.167]｡

3) この最後の口笛の例は[Quine1976,p.260]から引いた｡

4) ブランド ([Brand1976,pp.133-157,especiallyp.144ff.])は様相概念を用いて時空基準を修正す

ることによってこの欠点に対処しようとしている｡ブランドによると ｢出来事が同一であるのは,そ

れらが全 く同じ時空領域を必然的に占める場合 (だけ)である｣｡この基準によれば,｢その男による

口笛吹き｣という出来事 と ｢その男によるバス停までの歩行｣とは現実には同一の時空領域を占め

ているが,必然的に占めるとは限らない (口笛を吹くことなしにバス停まで歩 くことは可能である)

から,別々の出来事だということになる｡また,｢球の回転｣と｢球の温度上昇｣も別々に生じうるなら別々

の出来事である｡しかし,ブランドのこの基準によれば,後述の｢ブルータスによるシーザーの突き刺し｣と｢ブ

ルータスによるシーザーの殺害｣とは,突き刺されてもシーザーが負傷しただけで済む可能性がある

が故に別々の行為だということになろう｡また,｢ボル トの突然の破損｣と ｢ボルトの破損｣について

も同様に別々の出来事だということになろう｡つまり,ブランドの基準だと (性質例化基準と同様)

きめが細かくなりすぎる｡

5) [Kim 1976]｡

6) ただし,キムは構成的性質でないような性質についても言及している｡出来事の構成的性質は ｢出

来事の構成的対象が持つ性質｣であるが,キムによると,それとは区別された性質として ｢出来事そ

れ自体が持つ性質｣がある｡例えば,｢ブルータスによるシーザーの突き刺し｣という出来事は ｢ロー

マで起こった｣｢意図的だった｣｢シーザーの死をもたらした｣｢シーザーの妻カルプルニアを悲しませた｣

などの性質を持つ｡これらの性質は構成的性質ではない｡したがって,これらの性質の記述を用い

れば出来事の複数記述が可能である｡キムはこう言う｡ とすると,問題は ｢或る性質が構成的性質

であるか否か｣の基準があるのかどうか,あるとしたらどのような基準なのか,ということになる｡

キム自身は,構成的性質は ｢ア ･プリオリにではなく,科学理論に応じて選ばれる｣と言う｡

また,キムは ｢ブルータスによるシーザーの殺害｣を出来事ではなく,事実 (｢ブルータスによるシ

ーザーの突き刺しがシーザーの死を引き起こした｣という事実)であるとする分析も提出している｡

7) [Davidson1969,p.179]｡

8) デイヴイドソン ([Davidson1967b,pp.155-156])は,｢マッチを擦ったら火が点いた場合,発火

の原因は 『マッチを擦ったこと』だけでなく,『そのマッチが乾燥していたこと』や 『十分な酸素があ

ったこと』など他にもいろいろなことが必要だ｣という見解を批判して,｢このマッチを擦ったことが

発火の原因の一部にすぎないということはありえない｡なぜなら,このマッチは事実,乾燥していたし,

十分な酸素があったし,その擦 りは十分強かったからだ｡『このマッチに火がついたことの原因はこの

マッチを擦ったことだ』という文において部分的なのは,〔原因それ自体ではなく〕原因の記述なの

である｣と言う｡つまり,特定の場面における特定の出来事 (例えば ｢発火｣)の原因は同じく特定

の出来事 (｢このマッチを擦ったこと｣)なのであり,後者の記述がたとえ部分的であろうと,後者の

出来事それ自体は前者の出来事の原因として十分なのだと主張している｡

9) [Davidson1970,p.215]｡

10) かといって,｢ボル ト破損｣と ｢突然のボル ト破損｣を異なる出来事だと見なすことはデイヴイド

ソンにはできない｡もし,そうするなら,｢ボルトが突然壊れた｣という文から ｢ボルトが壊れた｣と

いう文への推論 (副詞除去推論)に関する彼の分析 (｢突然｣という副詞を ｢あのボルト破損｣という

出来事個体への述語と読み替える)を放棄しなければならなくなるからである｡

また,我々は ｢口笛吹き｣と ｢バス停までの歩行｣という例に関しても同様にそれらが同一出来事

だとする議論を組み立てることができる｡
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ll) 後にデイヴイドソンはクワインからの ｢因果基準は循環している｣という批判を受け入れ,因果基

準を放棄して時空基準を採用するに至ったが,この放棄の真の原因は,形式的な循環というより,む

しろ (本論文で述べた)因果基準と彼の因果分析との相性の悪さにあったのではないか｡

しかし,他方で,時空基準は彼の非法則的一元論と相性が悪い｡というのは,心的出来事の時空的

位置は物的出来事はど細かく特定できないからである｡

これらの点については[伊佐敷 2005]で検討した｡

12) ただ し,先 に注 6で述べた ように,修飾付 きの性質が ｢出来事の構成的性質｣でない場

合 は,性質例化基準によって も,同一出来事だ とされ る余地がある｡ また,デイヴイ ドソン

([Davidson1967a])が ｢副詞除去推論｣として扱っているのはこの ｢修飾｣のケースである｡

13) ゴール ドマン ([Goldman1970,pp.22-30])の言う ｢付加的生成｣｢因果的生成｣｢規約的生成｣

はそれぞれ ｢修飾｣｢因果｣｢評価｣のケースに含まれる｡ただし,ゴール ドマンの議論は行為に限定

されている｡

14)例えば, トムソン ([Thomson1971,pp.119,123])やデイヴイス ([Davis1970,pp.525-526])

たちである｡

15)cf.[Anscombe1979,pp.226-227]｡

16) また,別のケースとして,｢刺されたシーザーは一命を取 り留めたが,5年後にそのときの傷から

ばい菌が入 り感染症で死亡した｣というように因果関係のつなが りが遠 く希薄な場合も ｢ブルータス

によるシーザーの殺害｣と記述できまい｡尤もこのケースでは殺害行為自体が存在 しない｡これは

(3)｢因果｣と(4)｢評価｣の境界事例であろう｡

17) ただし,同義的表現への書き換えは可能である｡

18) ただし,人間の集団である ｢組織｣を物個体と見なすなら,物個体についても重複がありうる｡(例

えば,或る学部の教授会メンバーがそのまま一つの合唱団のメンバーであるような場合)｡このことは

相端達也氏から指摘された｡この点に関しては留保する｡

19) [Bennett1988,p.128]｡

また,ベネットは出来事に関する ｢形而上学｣と ｢意味論｣とを区別すべきだと主張し,｢出来事と

は対象による性質の例化だというキムの形而上学には賛成するが,そこから出来事の同一性に関す

る意味論的な帰結を導 くことはできない｣と言う｡しかし,アンウイン ([Unwin1996,p.319])は

形而上学と意味論のこのような切 り離しは不可能だと批判する｡

20) クワインのこの要求はおそらく彼の ｢日常言語における推論を 1階述語論理の範囲内で処理すべき

だ｣という要請に基づいている｡しかし,この処理はできるに越したことはないが,クワインやデイ

ヴイドソンが考えているはど絶対的な要請だと私は思わない｡一般的に言って,論理学は哲学にとって

有効な道具だが,道具に合わせて対象をどこまで変形するかは,それによって得られるものと失なわ

れるものとを比較考量して決めるべきである｡
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